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●実施主体：株式会社 メガカリオン（iPS細胞由来の血小板製剤を開発するベンチャー企業）

●実施場所：京都大学医学部附属病院先端医療機器開発・臨床研究センター（京都市左京区）

●取得時期：平成27年４月から「研究開発用器具・備品」を購入予定

●事業内容：iPS細胞から、安定的に高品質の血小板を産生し、献血に依存しない①安全性の高い、

②安定供給が可能な、③医療コストの低い輸血を実現するための血小板製剤の供給に

係る研究開発を行う。

区域計画（案）に記載する特定事業について 【課税の特例措置活用事業】

・細胞培養装置
・細胞培養用化学分析装置

を新たに設備投資
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iPS細胞技術の事業化に向けて

改正国家戦略特区法案の追加の規制改革事項について

国家戦略特区における追加の規制改革事項等について（案）

（略）

◇ 具体的には、引き続き、国家戦略特別区域諮問会議や国家戦略特区ワーキンググ
ループにおける検討も踏まえ、昨年１０月１０日の第９回会議でとりまとめたものに
加え、以下の規制改革事項について、今通常国会に提出する特区法改正案の中に、
特例措置等の必要な規定を盛り込む。

（１）iPS細胞から製造する試験用細胞等への血液使用の解禁
現在、採取した血液を原料として製造できる物は血液製剤等に限定されている

ところであるが、再生医療技術を活用し、医薬品の研究開発等に係る国際競争力
を強化するため、iPS細胞から製造する試験用細胞等の原料として、血液を使用す
ることを可能とする。

国家戦略特区諮問会議（平成27年３月３日）
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